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　　　　 本報告は、「市川市男女共同参画基本計画　第５次実施計画｣に記載されている計画事業について、「市川市男女共同参画社会基本条例」
　　　第9条第1項に定める平成26年度の進捗状況を表した「年次報告書」です。

○ 所管課自己評価について

進行管理事業について、目標値とその実績から4段階で評価をしています。

□ ： 十分達成できた

□ ： 概ね達成できた

□ ： やや不十分だった

□ ： 不十分だった

○ 主要課題ごとのまとめ（4～5頁）は、成果指標に係るe-モニターアンケートの結果、及び、所管課による自己評価を基に、

4つの評価区分ごとの事業数を掲載しました。

　 　

○ 事業別一覧（6～14頁）は、各事業ごとに平成26年度の内容をまとめたものです。

○ 15～29頁は、各事業ごとの実績報告書の個票です。

∞年次報告に関する説明∞

  2



（１）各種審議会等委員への女性の参画の促進 （39）男女共同参画による家庭の確立

（２）人材情報の整備と提供 （40）専業主婦への家族の協力

（３）広報広聴活動の充実 （41）家庭責任を果たすための学習機会の提供

（４）事業所及び各種団体等における女性の参画の啓発 （42）自立を支える福祉の充実

（５）女性の自立及び自己決定能力の育成への支援 （43）男女が共に安心して暮らす福祉の視点からの街づくりの推進

（６）家庭生活・地域社会等への参画の促進 （44）保育施設の整備、保育内容の充実

（７）市民団体等への活動支援 （45）子育てに関する情報提供と相談体制の充実

（８）男女共同参画を推進するためのインターネットの活用 （46）児童虐待の発生を防ぐ意識と環境づくり

（９）啓発事業の推進 （47）各種相談事業の拡充と情報提供

（10）情報の収集と提供 （48）自立のための支援制度の促進

（11）調査・研究の推進

（12）法令等に関する学習機会の充実 （49）社会参画の促進と生活支援

（13）情報識別・選択能力の向上 （50）高齢者虐待を防ぐ環境づくり

（14）発行物における性にとらわれない表現の促進 （51）介護にかかわる人の育成と確保

（52）施設の基盤整備と内容の充実

（15）相手を大切にする心を育む教育の推進 （53）介護予防への取組の強化

（16）性別にも配慮した平等教育、保育の推進

（17）就学前教育等従事職員への意識啓発・研修の充実 （54）相談事業の充実

（55）相談事業にかかわる人への情報提供と研修の要請

（18）全教育内容における男女平等の意識づくり

（19）自立能力を育成する教育の推進 （56）生涯を通じた健康の管理の意識啓発と情報提供

（20）性に関する教育の充実 （57）医療関係者への意識の浸透と研修の要請

（21）教育関係者に対する研修の充実

（22）男女共同参画意識に基づいた学校運営の推進 （58）健康教育の充実と相談支援

（59）妊娠・出産期における健康支援

（23）家庭における家族の協力、助け合いの意識づくり （60）思春期・成人期・高齢期における健康支援

（24）家庭教育に関する相談事業の充実 （61）女性の健康を脅かす問題についての対策の推進

（25）情報の収集と提供 （62）健康増進施設の充実

（26）学習内容の充実 （63）医療関係機関との連携強化

（27）生涯学習を進めるための施設の充実

（64）あらゆる暴力に対する社会的認識の徹底と対策の推進

（28）就業機会の拡充、再雇用制度の普及促進 （65）性の商品化の根絶

（29）あらゆる分野における働き方への支援 （66）暴力に関する調査・研究

（30）職業意識、職業能力向上のための講座・研修の充実

（31）就業相談等の充実 （67）相談体制の充実

（68）自立支援と更生支援

（32）働く場における男女共同参画の推進 （69）関係機関の連携とネットワーク体制の確立

（33）働く場における母性保護の意識の浸透と制度の充実

（34）働く場における男女の労働条件の向上 （70）国際理解と国際協力

（35）働く場における労働環境の整備 （71）国際交流の推進と民間団体への支援

（36）労働相談の充実

（72）相互理解のための交流活動の推進

（37）仕事と子育て・介護の両立支援 （73）情報提供と相談体制の確立

（38）多様な働き方への支援

（74）庁内推進体制の充実と組織の強化

（75）市民との連携

（76）国・県・関係機関等との連携

（77）施策の推進状況の把握

（78）施策の点検と評価の研究
24．計画の進行管理の充実

７．男女共同参画社会の
　形成を目指す国際的協
　調の推進

21．国際的な協調と相互協力
　の推進

22．在住外国人と共に目指す
　男女共同参画社会10．男女が共に働き続けるた

　めの社会環境の整備

８．男女共同参画を推進
　する体制の整備

23．推進体制の充実

６．人権を侵害する暴力
　の根絶

19．暴力を許さない社会の基
　盤づくり

３．ワーク・ライフ・
　バランスの推進による
　職場における男女共同
　参画の実現

8．就業機会の男女平等に向
　けた支援

20．被害者への相談・支援およ
　び加害者への教育・研修、
　更生支援

9．男女共同参画に向けた雇
　用環境の整備促進

7．地域での男女共同参画を
　進める生涯学習の推進

18．心身の健康づくり体制の
　充実

２．男女共同参画の意識
　づくりと教育の推進

3．男女共同参画社会の形成
　の視点からの社会制度・慣
　行への配慮

13．障害者家庭とひとり親家
　庭等の自立支援

14．高齢者への福祉の充実・
　自立支援

4．就学前教育における男女
　平等教育の推進

15．自立を支援する総合相談
　事業の推進

5．学校教育における男女平
　等教育の推進

５．生涯を通じた健康
　支援

16．生涯を通じた健康の
　管理・保持増進

17．生涯を通じた心身の健康
　づくり支援

6．家庭における男女平等教
　育の推進

１．あらゆる分野への
　男女共同参画の促進

1．政策・方針決定過程への
　女性の参画

４．男女が協力し、支え
　合う家庭の確立と福祉
　の充実

11．生活の場での自立の推進

2．市民活動における男女共
　同参画に向けた支援

12．男女で担う子育ての環境
　づくり

【施　策】【主要課題】 【個別課題】 【施　策】 【主要課題】 【個別課題】

体 系 図
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■主要課題ごとのまとめ

（主要課題ごとに設定した成果指標について）

※主要課題１を除き市川市ｅ－モニター制度によるアンケート結果を成果指標としています。

男女共同参画について、啓発紙をはじめ
講演会等を通じて、今後も周知を行って
いく。

7　男女共同参画社会の形成を目指す国際
的協調の推進

市川市は外国人が安心して暮らせ
るまちだと考える人の割合

―
80％ 66％

多様な文化を認め、日本人だけでなく、外
国人にとっても暮らしやすいまちを目指
し、お互いの交流を推進していく。

8　男女共同参画を推進する体制の整備
「市川市男女共同参画基本計画」
を知っている人の割合

33.3％
38％ 38％

DVについて、今後も継続的に周知を行っ
ていく。

5　生涯を通じた健康支援
自分の健康に関心がある人の割
合

83％
86％ 85％

活力ある社会の形成に向け、各自が自分
の健康に関心を持ち、健康の保持増進を
図ることができるよう支援していく。

6　人権を侵害する暴力の根絶 ＤＶを知っている人の割合
91％

95％ 88％

誰もが自らの個性と能力を最大限発揮す
ることができる社会を形成していく。

3　ワーク・ライフ・バランスの推進による職
場における男女共同参画の実現

「ワーク・ライフ・バランス」という言
葉を知っている人の割合

―
60％ 54％

少子高齢化が進展するなかで、大切な考
え方の一つであるワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）について啓発してい
く。

4　男女が協力し、支え合う家庭の確立と福
祉の充実

「夫は外で働き、妻は家を守る方が
よい」と考える人の割合

49.3％
45％ 42％

男女共同参画社会の実現に向け、男女
が対等な立場で社会参画できるよう、
様々な機会を通じて啓発していく。

1　あらゆる分野への男女共同参画の促進

各種審議会等の女性委員割合 28.2% 32％
31.3％

（平成27年4月1日現在） 男女共同参画社会の実現には、政策・方
針決定の過程に男女が共に参画すること
がとても重要であることから、女性の登用
に関し、今後も積極的に取り組んでいく。

市職員の女性管理職割合 15.2% 16％
16％

（平成26年4月1日現在）

2　男女共同参画の意識づくりと教育の推
進

社会全体において、「男女の地位
は平等である」と考える人の割合

12.5％
14％ 12％

今後の取組み等主要課題 成果指標
平成24年度

現状値
平成26年度

目標値
平成26年度

結果
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■主要課題ごとのまとめ

（主要課題ごとの実施計画事業評価結果）

1 あらゆる分野への男女共同参画の促進

2 男女共同参画の意識づくりと教育の推進

3

4 男女が協力し、支え合う家庭の確立と福祉の充実

5 生涯を通じた健康支援

6 人権を侵害する暴力の根絶

7

8 男女共同参画を推進する体制の整備

評価別事業数

個別課題15「自立を支援する総合相談事業の推進」における
女性弁護士による相談件数（事業№23）においては、目標数
値を大きく上回ることとなった。その他の個別課題11,15の事業
については、それぞれほぼ目標を達成した。

個別課題23「推進体制の充実」における「男女共同参画セン
ター登録団体等との共同事業の実施」（事業№27）について
は、目標値を大きく上回る実績となり、目標を達成した。

男女共同参画社会の形成を目指す国際的協調の
推進

1 0

個別課題8～9は、庁内外の関連部署との連携により事業を実
施し、それぞれほぼ目標を達成した。

0

2

ワーク・ライフ・バランスの推進による職場における
男女共同参画の実現

2 1 0 0

0 0

0 0
個別課題19「暴力を許さない社会の基盤づくり」、個別課題20
「被害者への相談・支援及び加害者への教育・研修、更生支
援」における事業については、それぞれほぼ目標を達成した。

1 1

個別課題22「在住外国人と共に目指す男女共同参画社会」に
おける新規事業「相互理解のための啓発・交流事業（事業№
26）について、目標を達成した。

1 2 0 0

0

0 0 ※個別課題16～18　　進行管理事業はありません。

0 0
個別課題1「政策・方針決定過程への女性の参画」、個別課題
2｢市民活動における男女共同参画に向けた支援」における事
業ついては共に、ほぼ目標を達成した。

主要課題

1 0 0

平成26年度の評価
十分達成 概ね達成 やや不十分 不十分

7 3 1 0

個別課題3「男女共同参画社会の形成の視点からの社会制
度・慣行への配慮」における、「ヒューマンフェスタいちかわ来
場者数」（事業№9）が目標数値に達しなかったが、その他の
個別課題4～7の事業については、ほぼ目標を達成した。

3 3
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■事業別一覧

№

主要課題1　あらゆる分野への男女共同参画の促進

   個別課題1　政策・方針決定過程への女性の参画

1

2

3

4

評価 取組状況、今後の課題等

市川市女性人材登
録台帳の活用

男女共同参
画課

市役所内のあらゆる分野に男女双方の意
見を反映させることを目的とし、市民等へ
市川市女性人材登録台帳を周知し、意欲
や知識、能力のある女性に市川市女性人
材登録台帳への登録を呼びかけ、審議会
等への女性登用促進のため、また、講座
や講演会等の講師としての登用など、活
用を図ります。

女性人材登録
台帳への登録
者数

60人

事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績

概ね達
成でき

た

目標数値に達していない審議会等について、改
善計画書の提出を求めた。平成27年4月1日現
在、委嘱している審議会等51のうち、女性委員の
いない審議会等は4であった。

女性人材登録台帳の活用を庁内担当部署に要
請するとともに、女性委員登用の意義について周
知を図る。

62人
十分達
成でき

た

男女共同参画センターで開催した講座の講師等
に女性人材登録台帳への登録を依頼し、新規登
録者を増やした。
平成27年3月末の登録人数は62名。

登録者をさらに増やすとともに、庁内各課に女性
人材登録台帳の活用を働きかける。

【重点】
審議会等への女性
委員の参画推進

男女共同参
画課

審議会等において男女がともに参画でき
るよう、「市川市審議会等委員への女性登
用促進要綱」に基づき、女性委員割合が
少ない審議会等の担当部署に対し、女性
委員を積極的に登用するよう担当部署に
対し要請を行います。

審議会等の女
性委員割合

32%

31.3%
（平成27年
4月1日現

在）

【重点】【新規】
市女性職員の管理
職登用促進

男女共同参
画課

市女性職員の管理職が男性職員に比べ
少ない現状を踏まえ、政策・方針決定過
程に男女がともに参画することにより市役
所内を活性化させ、多様な発想を取り入
れバランスの取れた効果的で高品質な行
政サービスを提供できるよう、市女性職員
の管理職登用を積極的に進めます。

市女性職員の
管理職割合

16% 16%
十分達
成でき

た

女性職員の上位職への意識啓発として、副主幹
3～4年目を中心に研修を2回、主幹研修を1回実
施した。
主幹職の女性受験割合が前年度より減少した。

女性管理職登用促進に向けて、職員がキャリア
を意識しながら業務に取り組むことができるよう、
継続して啓発を行っていく。

【新規】
市職員への男女共
同参画に関する研
修の実施

男女共同参
画課

市職員が男女共同参画の意識を持ち、個
性と能力を活かして市役所内を活性化さ
せることにより、質の高い行政サービスを
提供できるよう、市職員を対象とした男女
共同参画に関する研修を実施します。

市職員への男
女共同参画に
関する研修の
実施回数

3回 4回
十分達
成でき

た

新規採用職員の研修において、男女共同参画に
関する研修を実施した 。また、女性職員研修の
中で男女共同参画の必要性について研修を実施
した。

全ての市職員が男女共同参画に関する研修の
機会が得られるようにするため、研修時期や研修
方法等を工夫する必要がある。

6



№ 評価 取組状況、今後の課題等事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績

   個別課題2　市民活動における男女共同参画に向けた支援

5

6

主要課題2　男女共同参画の意識づくりと教育の推進

   個別課題3　男女共同参画社会の形成の視点からの社会制度・慣行への配慮

7

8
男女共同参画セン
ターロビーの充実・
活用

男女共同参
画課

センターの利用団体数は、延べ6,342団体。
講座等の参加者へ男女共同参画センターの利用
について案内したり、男女共同参画センター情報
紙により利用促進に努めた。

利用率の低い時間帯の利用を促進する

概ね達
成でき

た

男女共同参画センター情報紙を発行するととも
に、広報いちかわや市公式Ｗｅｂサイトで情報発
信したり、男女共同参画センターで開催される講
座やイベントについての情報発信を行った。

広報紙や市公式Webサイト以外の媒体を利用し
た情報発信手段を取り入れていく。

男女共同参画セン
ター使用団体の活
動推進

男女共同参
画課

男女共同参画センターは男女共同参画社
会を推進するための拠点施設であること
を利用団体に周知し、継続して利用しても
らうことにより、地域での男女共同参画を
推進する。また、施設の有効活用のため、
新規使用団体を増やすための広報を積極
的に行う。

男女共同参画
センター利用
率

51% 49.5%／年
概ね達
成でき

た

市民等への男女共
同参画情報の発信

男女共同参
画課

市民等が男女共同参画を理解し、地域で
男女共同参画を推進できるよう、広報紙
や市WEBサイト等により男女共同参画に
関する情報を提供する。

━ ━ 12回

男女共同参画セン
ターにおける講演
会の実施

男女共同参
画課

市民等が男女共同参画を理解し地域で男
女共同参画を推進できるよう、男女共同
参画センターにおいて、講演会を主催した
り、男女共同参画センター登録団体等と
の共催により実施します。

男女共同参画
センター主催・
共催講演会の
参加者数

350人 370人
十分達
成でき

た

「防災セミナー」や「女性起業チャレンジフェスタin
いちかわ」等を共催事業として開催したほか、子
育て支援課と連携して「ＷＬＢ検定＆バルーン
アート体験」を開催した。参加率は66.1％（定員
560人）。

集客を工夫しながら、男女共同参画センター利用
団体や庁内関係部署と連携し、講演会等を開催
していく。

概ね達
成でき

た

利用団体が情報発信できる「情報交換ボックス」
を整備するとともに、「男女共同参画コーナー」や
「国・県のお知らせコーナー」を設置し、関係資料
を分野別に配置した。

「情報交換ボックス」の効果的な利用を推進し、
男女共同参画センターのロビーが利用者の交流
の場となるよう、さらに周知を行う。

男女共同参画センターのロビーを利用団
体相互の情報交換の場として利用できる
よう、整理し充実させます。また、男女共
同参画に関する講座開催や国・県・関係
機関等の資料を配置して情報提供を行い
ます。

━ ━ ━
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№ 評価 取組状況、今後の課題等事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績

9

10

   個別課題4　就学前教育における男女平等教育の推進

11

   個別課題5　学校教育における男女平等教育の推進

12

やや不
十分

人権週間中にヒューマンフェスタいちかわ2014を
開催、講師は本市出身の元プロ野球選手G.G.佐
藤氏。参加者アンケートでは、98％の方が「良
かった」と回答。

人権イベントに関するPRを積極的に行うほか、教
育委員会と連携し、集客を図る。

【新規】
市職員への男女共
同参画に関する情
報の発信

男女共同参
画課

職員一人ひとりが男女共同参画を理解
し、市役所内から男女共同参画を推進で
きるよう、市職員へ男女共同参画に関す
る情報を発信する。

市職員への男
女共同参画情
報の発信回数

4回 4回
十分達
成でき

た

平成25年8月に市職員向けに創刊した男女共同
参画センター情報紙を庁内メールで配信した。

市職員に対して男女共同参画に関する情報発信
を継続していく。

 「ヒューマンフェス
タいちかわ」による
人権啓発

男女共同参
画課

人権に関する情報の広報・啓発を行いま
す。

 「ヒューマン
フェスタいちか
わ」への来場
者数

360人 240人

十分達
成でき

た

男女共同参画センター情報紙の号外版を市内の
保育園や幼稚園に対して発送し、啓発を行った。

男女共同参画センター情報紙による啓発を継続
していく。

【新規】
人権教室の実施

男女共同参
画課

児童が他人の痛みが理解できる心、思い
やりのある心を育めるよう、市川人権擁護
委員が小学生（市立小学校３９校）を対象
とした人権教室を実施します。

人権教室の実
施校数

33校

【新規】
市内の保育園や幼
稚園等職員への男
女共同参画啓発

男女共同参
画課

市内の保育園や幼稚園等に勤務する職
員へ、男女共同参画の推進に関する啓発
を行います。

市内の保育園
や幼稚園等職
員への男女共
同参画啓発活
動の回数

１回 1回

30校
概ね達
成でき

た

人権擁護委員が公立小学校30校から依頼を受
けて実施した。
また、市立保育園1園でも人権擁護委員による人
権啓発活動を実施した。

児童が在学中に1度は人権教室を体験できるよう
学校と連携しながら実施に努める。
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№ 評価 取組状況、今後の課題等事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績

13

   個別課題6　家庭における男女平等教育の推進

14

15

   個別課題7　地域での男女共同参画を進める生涯学習の推進

16

人権講演会の
実施校数

　2校 2校
十分達
成でき

た

人権擁護委員のうち弁護士委員2名が第二中学
校と第三中学校で人権講演会を実施した。

人権擁護委員と公立中学校との連携を深め、い
じめ等学校での課題を取り入れながら講演会を
実施していく。

【新規】
人権講演会の実施

男女共同参
画課

人権の尊さについて理解してもらえるよ
う、市川人権擁護委員が中学生（市立中
学校１６校）を対象とした人権講演会を実
施します。

十分達
成でき

た

父と子でひとつのデコレーションケーキや豚汁、
おむすび作りを体験しながら、家族がお互いに協
力し合えるような講座となった。

年末に親子ＤＥクッキングを開催しているが、他
の講座への展開の可能性も検討していく。

【新規】
家庭教育学級と連
携した男女共同参
画センター事業の
実施

男女共同参
画課

様々な活動を通じて、個性や能力に応じ
た子どもの育成や家族とのかかわり等に
ついて学ぶ機会である家庭教育学級と連
携した男女共同参画に関する事業を実施
します

家庭教育学級
と連携した男
女共同参画セ
ンター事業の
実施回数

1回 5回
十分達
成でき

た

家庭教育学級の「共通講座」と連携し、男女共同
参画課が行う「ウィズ・カレッジ１４」や「ワーク・ラ
イフ・バランスセミナー」、「ヒューマンフェスタいち
かわ２０１４」等の開催についてお知らせし、参加
の呼びかけを行った。

今後も、家庭教育学級の「共通講座」と連携し、
家庭内での男女共同参画、平等教育に関する講
座を企画していく。

【新規】
男女共同参画セン
ターにおける父子
向け講座等の実施

男女共同参
画課

家族一人ひとりが協力し支え合う意識を
持って家庭生活を営むことができるよう、
男女共同参画センターにおいて、父子で
参加する主催事業や共催事業を実施しま
す

男女共同参画
センター主催・
共催の父子向
け講座の実施
回数

1回 1回

十分達
成でき

た

主催講座を11回、共催講座を6回開催した。参加
者アンケートによる満足度は86.9％であった。

利用が少ない若年層や男性などを含め幅広い世
代の参加を促す講座を取り入れていく。

男女共同参画に関
する講座等の実施

男女共同参
画課

男女共同参画社会の実現に向けた講座
等を男女共同参画センター主催で行った
り、登録団体等との共催により実施しま
す。また、男女共同参画センターの更なる
周知や若年層の利用促進に向けた分野
の講座も実施します。

男女共同参画
に関する講座
等の実施回数

6回 17回
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№ 評価 取組状況、今後の課題等事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績

17

主要課題3　ワーク・ライフ・バランスの推進による職場における男女共同参画の実現

   個別課題8　就業機会の男女平等に向けた支援

18

   個別課題9　男女共同参画に向けた雇用環境の整備促進

19

20

   個別課題10　男女が共に働き続けるための社会環境の整備

概ね達
成でき

た

蔵書数は15,956冊。男女共同参画関係の情報誌
や、冊子等を収集した。また、男女共同参画セン
ターの講座や講演会のテーマに合う図書の紹介
を随時行い、参加を促すなど連動して事業を展
開した。

男女共同参画センターの研修室使用のために来
館した方等への資料室利用を促す。

男女共同参
画課

男女共同参画に関する書籍・情報を収集
し、市民が学習できる環境を整えます。

【新規】
男女共同参画セン
ターにおける就労
支援に関する講座
等の実施

男女共同参
画課

個性と能力を活かしながら、仕事と育児・
介護・地域活動等のバランスを取ることが
できるよう、男女共同参画センターにおい
て、就労支援に関する主催事業や共催事
業を実施します。

 男女共同参画
センター主催・
共催の就労支
援関連講座等
の実施回数

1回 2回

情報資料室の充実

十分達
成でき

た

就労支援講座の開催をはじめ、女性起業チャレ
ンジフェスタにおいて、就労支援に関するコー
ナーを設け、キャリアコンサルタントが相談に応じ
た。
また、マザーズハローワークの再就職セミナー開
催時に、当センターの会場提供を行った。

参加者を増やすために、講座内容・周知方法を
工夫する。

男女共同参画
センター資料
閲覧室の利用
者数

800人 639人

【重点】
事業者への男女共
同参画啓発

男女共同参
画課

事業者に対し、ワーク・ライフ・バランスや
男女共同参画の推進に関する啓発を行い
ます。

事業者への男
女共同参画啓
発活動の回数

1回 1回
十分達
成でき

た

商工振興課雇用労政担当室と連携し、市内事業
所1,632社に、ワーク・ライフ・バランスに関する啓
発ペーパーを平成27年2月に配布した。

さらに啓発を推進するため、庁内外の関係部署と
連携し、事業を進める。

概ね達
成でき

た

啓発メール（ウィズレター）により、市職員へ、男
女のワーク・ライフ・バランスについての啓発を
行った。

市職員への啓発メールにより、育児休暇等取得
への理解を促す。

【重点】【新規】
市職員へのワーク・
ライフ・バランスの
推進

男女共同参
画課

市職員が仕事と育児・介護・地域活動等と
のバランスを取ることにより、質の高い行
政サービスを提供できるよう、男女それぞ
れのワーク・ライフ・バランスを推進しま
す。

市男性職員の
育児休業と介
護休暇の取得
者数

5人 4人
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№ 評価 取組状況、今後の課題等事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績

主要課題4　男女が協力し、支え合う家庭の確立と福祉の充実

   個別課題11　生活の場での自立の推進

21

   個別課題12　男女で担う子育ての環境づくり

   個別課題13　障害者家庭とひとり親家庭等の自立支援

   個別課題14　高齢者への福祉の充実・自立支援

   個別課題15　自立を支援する総合相談事業の推進

22

23

【新規】
生活の場での自立
の推進に向けた講
座等の実施

男女共同参
画課

家庭において、家族一人ひとりが家族の
一員として協力し支え合う意識を持てるよ
う、男性向けの料理教室など、生活の場
での自立の推進に向けた講座等を男女共
同参画センター主催で行ったり、男女共同
参画センター登録団体等との共催により
実施します。

生活の場での
自立の推進に
向けた講座等
の実施回数

1回 2回
十分達
成でき

た

主催講座として、男性の生活的自立を図る毎年
人気の「男性の料理教室」を開催した。
また、共催講座として、利用団体と共催して「女
性・高齢者再デビュー推進フォーラム」を開催し
た。

家族が協力し支え合うことができる内容の講座を
実施していく。

相談件数

女性のための相談
男女共同参
画課

女性を対象に、相談者自身が悩みの本質
に気づき、自ら解決方法を見つけることが
できるよう、関係部署や関係機関と連携を
図りながら、問題解決に向けた相談を女
性相談員が行います。

相談件数
━

2,691件
概ね達
成でき

た

3人体制で相談にあたれるよう相談員の採用を
行った。3名採用したが、2名の退職があった。4
月～6月は5名・7月～10月は6名・11月～3月は5
名体制であった。

今後も一般相談・ＤＶ相談・法律相談により、様々
な相談に対応できるよう、きめ細やかな質の高い
相談を行っていく。今後も相談体制を強化してい
く。

十分達
成でき

た

毎週水曜日の午後、1日5人まで実施。
法律相一般相談やDV相談で法的支援が必要と
判断される場合にも案内した。

今年度は、相談件数が増加したが、引き続き相
談窓口の啓発に努める。

女性弁護士による
女性のための無料
法律相談

男女共同参
画課

離婚や調停など法的支援についての助言
が必要な女性を対象に、女性弁護士が無
料法律相談を実施します。また、法律相談
の利用促進のための啓発を行います。

150件 196件
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№ 評価 取組状況、今後の課題等事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績

主要課題5　生涯を通じた健康支援

   個別課題16　生涯を通じた健康の管理・保持増進

   個別課題17　生涯を通じた心身の健康づくり支援

   個別課題18　心身の健康づくり体制の充実

主要課題6　人権を侵害する暴力の根絶

   個別課題19　暴力を許さない社会の基盤づくり

24

   個別課題２０　被害者への相談・支援および加害者への教育・研修、更生支援

25

人権擁護委員の日には、人権擁護委員による１
日特設相談と映画「めぐみ－引き裂かれた家族
の30年」上映会を実施。
人権週間中は、人権原画ポスター展示、中学生
人権作文コンテスト優秀作品市川ＦＭ放送、本庁
舎前懸垂幕の掲示、ヒューマンフェスタいちかわ
2014開催した。

人権擁護委員の日があまり知られていないた
め、広報活動を工夫し、周知していく。

家庭等における暴
力対策ネットワーク
会議の開催

男女共同参
画課
地域福祉支
援課
介護保険課
障害者支援
課
子育て支援
課

ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待
の家庭等における様々な暴力に対応する
ため、関係機関等で構成されるネットワー
ク会議を開催し、情報の共有化を図るとと
もに、連携を強化します。

　━

家庭等におけ
る暴力対策

ネットワーク会
議の開催回数

2回

市民等への人権啓
発情報の発信

男女共同参
画課

人権擁護委員の日（6月1日）や人権週間
（12月4日～10日）を中心に、広報等で啓
発活動を行います。

━

人権擁護
委員の

日、人権
週間に実
施した各
事業を広
報に掲載

概ね達
成でき

た

要綱に基づき、ネットワーク会議を開催し、事例
の対応､問題点、課題等について情報共有を図っ
た。

関係機関、関係部署の連携により、更なる被害
者支援実現に向け、共通認識、共通理解ができ
るよう、ネットワーク議で関係部署と協議してい
く。

十分達
成でき

た
2回
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№ 評価 取組状況、今後の課題等事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績

主要課題7　男女共同参画社会の形成を目指す国際的協調の推進

   個別課題21　国際的な協調と相互協力の推進

   個別課題22　在住外国人と共に目指す男女共同参画社会

26

主要課題8　男女共同参画を推進する体制の整備

   個別課題23　推進体制の充実

27

【新規】
相互理解のための
啓発・交流事業

男女共同参
画課

在住外国人と日本人が互いの生活や文
化を理解・尊重し、各種活動に参画でき、
安心して暮らしやすい地域社会をつくるた
め、関係部署・関係機関等と連携し、多様
な生き方を認め合える意識啓発や交流活
動を行います。

在住外国人と
の交流活動実
施回数

1回 1回
十分達
成でき

た

地域で活動するＮＰＯ法人と連携し、在住外国人
親子を含め異文化交流を目的とした講座を行っ
た。

在住外国人の参加者数の増加を図る。

男女共同参画セン
ター登録団体等と
の共同事業の実施

男女共同参
画課

地域での男女共同参画を推進するため、
男女共同参画センターを利用し、積極的
に男女共同参画を推進する活動を行って
いる登録団体等と共同事業を実施しま
す。

男女共同参画
センター登録
団体等との共
催事業の実施
回数

5回
（6事業）

13回

十分達
成でき

た

共催事業として、6事業行った。
①女性向け社会復帰支援セミナー（いちかわ子
育てネットワーク）＝3回
②潜在力を地域で活かす「女性・高齢者再デ
ビュー推進フォーラム」(ナルク市川生きがいづく
りの会）＝1回
③女性のための情報&アートスペースベルヴィ
（ウィル市川）＝1回
④女性起業チャレンジフェスタinいちかわ(チャレ
ンジフェスタ実行委員会）＝1回
⑤防災セミナー（市川女性の集い連絡会）＝1回
⑥いち☆カフェ＠ウィズ（いちかわ子育てネット
ワーク）＝6回

開催時期を共催する各団体と調整し、計画的に
事業を行っていく。
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28

   個別課題24　計画の進行管理の充実

29

━
概ね達
成でき

た

千葉県内の男女共同参画行政担当者の連絡会
議や、男女共同参画センター等連絡会議に出席
した。
また、26年度は、千葉県男女共同参画地域推進
員の中で、当市委員が含まれている千葉・葛南
地域での幼稚園出前講座を、県・近隣市・葛南地
域の推進員と連携を図り本市市立幼稚園で行っ
た。

県や近隣市の男女共同参画に関する取り組みを
参考にし、男女共同参画センターでの啓発活動
等に取り入れていく。

男女共同参画に関
する市民意識調査
の実施

男女共同参
画課

男女共同参画社会の実現を推進するため
に、男女共同参画に関する市民意識の変
化を把握できる市民意識調査を実施しま
す。

社会全体にお
いて、「男女の
地位は平等で
ある」と考える
人の割合

概ね達
成でき

た

男女が互いの人権を尊重して責任をわかち合
い、個性や能力を十分に発揮できる「男女共同参
画社会」づくりを目指し取り組んでいる。
「夫は外で働き、妻は家を守るほうがよい」に賛
成の割合は42.2％であり前回調査(49.3％)よりも
7.1ポイント減少していることから、固定的性別役
割分担意識の解消がみられた。

14%

11.9%
（e-モニ
ターアン
ケート）

男女共同参画に関
する情報収集

男女共同参
画課

千葉県や近隣市等と連携を図りながら、
男女共同参画の推進に関し、情報収集や
情報交換を行い、地域における男女共同
参画の推進に努めます。

━ 　━
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